
広
島
県
告
示
第
二
百
二
号 

 
広
島
県
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
の
係
留
保
管
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
広
島
県
条
例
第
一
号
）

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
区
域
を
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
の
重
点
放
置
禁
止
区
域
に
指
定
し
、

令
和
六
年
六
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
建
築
局
港
湾
振
興
課
及
び
広
島
県
東
部
建
設
事
務
所
三
原
支
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日 

広
島
県
知
事 

湯

﨑

英

彦

一

区
域
の
名
称 

１

古
江
浜
地
区 

㈠

区
域
の
範
囲 

 
 

基
点
一
か
ら
基
点
四
ま
で
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
、
基
点
四
か
ら
基
点
五
を
水
際
線
で
結
ん
だ

線
、
基
点
五
か
ら
基
点
六
を
結
ん
だ
線
及
び
基
点
六
か
ら
基
点
一
を
水
際
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲

ま
れ
た
区
域 

㈡

点
の
位
置
（
基
点
の
表
示
角
度
は
真
北
方
向
に
よ
る
。
） 

基
準
点 

尾
道
市
向
東
町
の
国
土
地
理
院
三
等
三
角
点
「
要
害
」
（
北
緯
三
四
度
二
三
分
三
三
秒

一
七
五
四
、
東
経
一
三
三
度
一
四
分
〇
九
秒
七
五
七
〇
、
標
高
三
〇
・
三
四
メ
ー
ト
ル
）

基
点
一 

基
準
点
か
ら
一
九
〇
度
四
二
分
一
八
秒
の
方
向
三
一
四
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
点 

基
点
二 

基
点
一
か
ら
二
三
二
度
一
五
分
〇
〇
秒
の
方
向
一
、
一
一
〇
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
点 

基
点
三 

基
点
二
か
ら
二
四
二
度
四
八
分
三
〇
秒
の
方
向
一
一
六
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
点 

基
点
四 

基
点
三
か
ら
三
二
九
度
五
九
分
二
三
秒
の
方
向
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
点 

基
点
五 

基
準
点
か
ら
二
八
九
度
〇
六
分
二
〇
秒
の
方
向
五
四
六
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
点 

基
点
六 

基
点
五
か
ら
八
九
度
四
五
分
二
七
秒
の
方
向
八
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
点 

㈢

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日 

２

大
町
地
区 

㈠

区
域
の
範
囲 

基
点
一
か
ら
基
点
二
を
結
ん
だ
線
及
び
基
点
二
か
ら
基
点
一
を
水
際
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま

れ
た
区
域 

㈡

点
の
位
置
（
基
点
の
表
示
角
度
は
真
北
方
向
に
よ
る
。
） 

基
準
点 

尾
道
市
向
東
町
の
国
土
地
理
院
四
等
三
角
点
「
高
丸
上
」
（
北
緯
三
四
度
二
三
分
〇
八

秒
〇
七
〇
三
、
東
経
一
三
三
度
一
三
分
〇
五
秒
九
二
六
〇
、
標
高
一
一
四
・
五
五
メ
ー
ト
ル
）

基
点
一 

基
準
点
か
ら
一
五
八
度
一
〇
分
四
四
秒
の
方
向
五
一
三
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
点 

基
点
二

基
点
一
か
ら
一
九
八
度
四
〇
分
〇
二
秒
の
方
向
三
四
九
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
点

㈢

指
定
年
月
日 

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日 



３ 

立
花
地
区 

㈠ 

区
域
の
範
囲 

 
 
 
 

基
点
一
か
ら
基
点
二
を
結
ん
だ
線
及
び
基
点
二
か
ら
基
点
一
を
水
際
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま

れ
た
区
域 

㈡ 

点
の
位
置
（
基
点
の
表
示
角
度
は
真
北
方
向
に
よ
る
。
） 

基
準
点 

尾
道
市
向
島
町
の
国
土
地
理
院
二
等
三
角
点
「
向
島
」
（
北
緯
三
四
度
二
二
分
〇
五
秒

七
九
二
七
、
東
経
一
三
三
度
一
二
分
二
五
秒
五
二
二
九
、
標
高
二
八
三
・
二
五
メ
ー
ト
ル
） 

基
点
一 

基
準
点
か
ら
一
三
〇
度
〇
七
分
三
五
秒
の
方
向
八
四
六
・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
点 

基
点
二 

基
点
一
か
ら
一
八
四
度
三
四
分
二
一
秒
の
方
向
二
八
四
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
点 

㈢ 

指
定
年
月
日 

 
 
 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日 

４ 

江
ノ
浦
地
区 

㈠ 

区
域
の
範
囲 

 
 
 
 

基
点
一
か
ら
基
点
三
ま
で
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
基
点
三
か
ら
基
点
一
を
水
際
線
で
結
ん

だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域 

㈡ 

点
の
位
置
（
基
点
の
表
示
角
度
は
真
北
方
向
に
よ
る
。
） 

基
準
点 

尾
道
市
向
島
町
の
国
土
地
理
院
四
等
三
角
点
「
双
小
山
」
（
北
緯
三
四
度
二
一
分
四
五

秒
〇
四
〇
三
、
東
経
一
三
三
度
一
一
分
一
三
秒
五
四
五
七
、
標
高
一
四
六
・
九
二
メ
ー
ト
ル
） 

基
点
一 

基
準
点
か
ら
一
六
〇
度
〇
九
分
四
三
秒
の
方
向
六
三
一
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
点 

基
点
二 

基
点
一
か
ら
二
九
〇
度
四
三
分
三
九
秒
の
方
向
四
三
九
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
点 

基
点
三 

基
点
二
か
ら
一
度
四
三
分
五
七
秒
の
方
向
五
二
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
点 

㈢ 

指
定
年
月
日 

 
 
 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日 

 


